
 

協会員に対する処分及び勧告について 

 

平成 30 年 10 月 17 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

本協会は、本日、下記のとおり、法令等違反の事実が認められた協会員に対し、定款第

28条第１項の規定に基づく処分及び同第 29条の規定に基づく勧告を行いました。 

 

   記 

 

○ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 

・ 市場デリバティブ取引を誘引する目的をもって、自己の計算においてその取引が繁盛で

あると誤解させ、かつ、国債先物の相場を変動させるべき一連の売買及び申込みをする行

為 

 

１．事実関係  

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（以下「当社」という。）は、当社のデ

ィーリング業務に従事していたＡにおいて、当社の業務に関し、株式会社大阪取引所（以

下「大阪取引所」という。）に上場されていた長期国債先物 2017年９月限月（以下「本件

国債先物」という。）について、市場デリバティブ取引を誘引する目的をもって、平成 29

年８月 25日午後６時 34分頃から同日午後７時９分頃までの間、大阪取引所において、約

定させる意思がないのに、最良買い気配値以下の価格に多数の買い注文を発注する方法に

より、合計 6,253単位の買付けの申込みを行うとともに、合計 177単位を売り付ける一方、

最良売り気配値以上の価格に多数の売り注文を発注する方法により、合計 1,844単位の売

付けの申込みを行うとともに、合計 158単位を買い付けるなどし、もって、自己の計算に

おいて、市場デリバティブ取引が繁盛であると誤解させ、かつ、大阪取引所における本件

国債先物の相場を変動させるべき一連の市場デリバティブ取引及び申込みを行った。 

 

２．法令等適用  

上記１．の行為は、金融商品取引法第 159条第２項第１号に該当するものと認められる。 

 

 

 

資料 １ 



 

３．処分及び勧告の内容 

  以上のことから、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、次のとおり処

分及び勧告を行った。 

 

（１）定款第 28条第１項の規定に基づく処分 

   過怠金の賦課 2,000万円 

 

（２）定款第 29条の規定に基づく勧告 

① 経営陣主導のもとで、リスク管理・ガバナンス態勢の整備、企業カルチャーの強化

等、既に作成した本件違反行為に係る再発防止策を確実に実施・定着させるとともに、

グループ内での共有を図ること 

② ①の再発防止策の実施・定着に当たっては、内部管理統括責任者が適切に関与する

態勢を構築するとともに、その実施状況及び検証結果を書面で報告すること 

 

４．その他 

当社は、本件について、平成 30年７月 31日、課徴金納付命令（２億 1,837万円）の行

政処分を受けている。 

 

 

以  上 

 

 

 

○ 本件に関するお問い合わせ先：規律審査部（℡.03-3667-8475） 

 

 



 

協 会 員 の 概 要 

 

  （平 30．10．17） 

 

○ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 

① 所 在 地  東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 

② 代表者名  代表取締役社長 荒木 三郎 

③ 資 本 金  405 億円 

④ 店 舗 数  62 店舗 

⑤ 役職員数  5,243 名 

 

（注）資本金、店舗数及び役職員数は、平成 30 年３月末現在。 

別 紙

参 考 



 

 

 

定  款（昭 48．6．7）    － 抜 粋 － 

 

 (会員の処分等) 

第 28 条 本協会は、会員が次の各号の一に該当すると認めるときは、理事会の決議により、

当該会員に対し、処分を行うことができる。 

 １             

（ 省   略 ） 

２  

 ３ 法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則、総会若しくは理事会の

決議若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。 

 ４  

（ 省   略 ） 

12 

２ 本協会は、前項に規定する処分を行おうとするときは、弁明の手続を行うものとする。 

３ 第１項に規定する処分の種類は、譴責、過怠金の賦課、会員権の停止若しくは制限又は除

名とする。 

４ 前項に規定する過怠金の額は、５億円を上限とする。ただし、第１項各号に掲げる行

為と相当な因果関係が認められる利得額（損失を回避した場合における当該回避した額

を含む。以下「不当な利得相当額」という。）が発生しているときは、当該不当な利得相

当額を過怠金の上限の額に加算することができる 。 

５ 第３項に規定する会員権の停止又は制限をする期間は、６か月以内とする。  

６ 第１項に規定する処分を行うに当たり、会員権の停止又は制限の処分を行うことが相

当と認められる場合で、当該処分を行おうとする日の５年前の応答日以降に行われた会

員権の停止又は制限の期間と通算した期間が１年を超えることとなるときは、除名を行

うことができる。 

７ 第４項ただし書の適用がある場合における５億円超の過怠金の賦課による処分及び会

員権の停止若しくは制限又は除名の処分は、出席した理事会又は自主規制会議の構成員

の議決権の３分の２以上の多数決により行う。 

８ 第１項の規定による処分において、過怠金の賦課及び会員権の停止又は制限は併科す

ることができる。  

９ 会員は、第１項の規定により会員権の停止又は制限の処分を受けた場合、その期間中、

当該会員の会員権は停止又は制限される。当該会員は、その場合においても、会員とし

ての義務はすべてこれを履行しなければならない。 

10 会員は、第１項の処分の通知が到達した日から 10 日以内に、第 76 条の３に規定する不服

審査会に対し書面をもって、不服の趣旨及び理由を示して、不服の申立てを行うことができ

る。 

11 第１項、第２項及び前項の手続に関し必要な事項は、「協会員に対する処分等に係る手続

に関する規則」をもって定める。 

 

(会員に対する勧告)  

第 29 条 本協会は、会員又は当該会員を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者

の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則若しくは取引の信義則

の遵守の状況又は当該会員の営業若しくは財産の状況が本協会の目的にかんがみて適当

でないと認めるときは、当該会員に対し事由を示して勧告を行うことができる。 

参 考 



 

 協会員に対する処分等に係る手続に関する規則（平 22．6．28）－ 抜 粋 － 

 

(処分の公表)  

第 15 条 本協会は、定款第２８条第１項の規定により処分を行ったときは、その旨を各協

会員に通知する。 

２ 本協会は、前項の通知を行ったときは、これを公表する。 

３ 前項の規定に基づき公表を行う期間は、当該公表を行った日から５年間とする。 
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平成 3 0年 1 0月 1 6日
日 本 証 券 業 協 会

平成30年度上半期協会員に対する監査結果

資
料
２
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１．３０年度上半期の協会員に対する監査結果について

１．実施状況（監査着手ベース）

 協会員 ６３先（会員４０社、特別会員２３機関）に対し監査を実施

２．監査結果（通知書交付ベース）

① 監査結果通知先

協会員 ５2先（会員３3社、特別会員１９機関）

うち、 １２先（会員１２社）に対して、法令・諸規則違反等を指摘

② 指摘の主な内容

 法令違反

（会 員） 法人関係情報に係る管理不備

事業報告書等の記載不備

自己資本規制比率の算出誤り

 諸規則違反

（会 員） 売買管理体制に係る不備

内部管理統括責任者に係る不備

取引開始基準に係る不備

1
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２．会員に対する監査の実施状況

実 施 状 況
３０年度
上半期

【参考】２９年度

上半期 下半期

① 監査実施先数 ４０社 ３５社 ３５社

うち取引所との合同検査 １６社 １３社 １８社

うち協会の単独監査 ２４社 ２２社 １７社

うち特別監査等 １社 ０社 １社

② １先平均の監査日数 ７．５日 ７．５日 ７．９日

（１先当たりの監査日数） （３～１２日） （４～１４日） （５～１３日）

③ １先平均の監査人員 ４．６人 ４．０人 ４．２人

（１先当たりの監査人員） （３～７人） （３～６人） （３～７人）

○ 「特別監査等」は、特別監査及びフォローアップ監査をいう。
○ ②及び③については、書類監査及び特別監査等を除外。

2
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実 施 状 況
３０年度
上半期

【参考】２９年度

上半期 下半期

① 監査実施先数 ２３機関 ２０機関 ２０機関

② １先平均の監査日数 ５．２日 ５．４日 ５．６日

（１先当たりの監査日数） （５～８日） （５～１１日）（５～１０日）

③ １先平均の監査人員 ３．３人 ３．５人 ３．７人

（１先当たりの監査人員） （３～４人） （３～７人） （３～８人）

3

３．特別会員に対する監査の実施状況

○ ②及び③については、書類監査を除外。
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４．会員に対する監査結果通知状況

（１）会員に対する監査結果通知状況

会員に対する監査結果通知状況
３０年度
上半期

【参考】２９年度

上半期 下半期

結果通知先数 ３３社 ３０社 ３８社

（うち法令諸規則違反等を指摘した先） （１２社） （７社） （１3社）

4

（注）2９年度の「その他」は、空売り規制に係る不備（２件）、外国株式の店頭取引における外国証券情報の未
提供（１件）、広告における表示すべき事項の未表示（１件）を指摘。

（２）会員の法令違反の内容と件数

監査結果通知の内容
３０年度
上半期

【参考】２９年度

上半期 下半期

法令違反の指摘件数 ５件 ２件 ２件

① 事業報告書等の記載不備 ２件 ー ー

② 自己資本規制比率の算出誤り １件 ー ー

③ 法人関係情報に係る管理不備 １件 ー ー

④ 業務に関する帳簿書類の記載不備 １件 ー ー

○ その他 ー 2件 ２件
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（３）会員の諸規則違反の内容と件数

5

（注）29年度の「その他」は、勧誘開始基準に係る不備（１件）を指摘。

監査結果通知の内容
３０年度
上半期

【参考】２９年度

上半期 下半期

諸規則違反の指摘件数 ８件 １件 ６件

① 売買管理体制に係る不備 ５件 ー ６件

② 内部管理統括責任者に係る不備 １件 ー ー

③ 取引開始基準に係る不備 １件 ー ー

④ 個人情報保護に係る不備 １件 ー ー

○ その他 ー 1件 ー

４．会員に対する監査結果通知状況
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（４）会員の内部管理態勢の不備の内容と件数

6

（注）2９年度の「その他」は個人情報の安全管理措置に係るもの（２件）、合理的根拠適合性の検証態勢に係るもの（２
件）、顧客管理に関する内部管理態勢に係るもの（１件）、会計処理に係るもの（１件）、証券化商品に係るもの
（１件）、広告審査態勢に係るもの（１件）、外国債券の取引に係るもの（１件）、電子募集取扱業務に係るもの
（１件）、内部管理態勢全般に係るもの（１件）を指摘。

監査結果通知の内容
３０年度
上半期

【参考】２９年度

上半期 下半期

内部管理態勢の不備の指摘件数 １８件 ６件 １０件

① システムリスク管理態勢に係るもの ４件 ー ２件

② 取引時確認等の管理態勢に係るもの ４件 ー １件

③ 債券取引の説明に係るもの ２件 ー ー

④ 法人関係情報の管理態勢に係るもの １件 2件 ー

⑤ 空売り規制通知に係るもの 1件 ー ー

⑥ 債権回収管理に係るもの １件 ー ー

⑦ 口座開設手続における重要事項等の説明に係るもの １件 ー ー

⑧ 顧客から預託を受けた金銭の管理に係るもの １件 ー ー

⑨ 緊急時事業継続体制等の整備に係るもの １件 ー ー

⑩ 外国株式取引の説明に係るもの １件 ー ー

⑪ 情報セキュリティ管理態勢に係るもの １件 ー ー

○ その他 ー ４件 ７件

４．会員に対する監査結果通知状況
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（１）特別会員に対する監査結果通知状況

特別会員に対する監査結果通知状況
３０年度
上半期

【参考】 ２９年度

上半期 下半期

結果通知先数 １９機関 ２０機関 ２１機関

（うち法令諸規則違反等を指摘した先） （該当なし） （該当なし） （該当なし）

7

監査結果通知の内容
３０年度
上半期

【参考】 ２９年度

上半期 下半期

法令違反の指摘件数 ー ー ー

（２）特別会員の法令違反の内容と件数

５．特別会員に対する監査結果通知状況
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（４）特別会員の内部管理態勢の不備の内容と件数

監査結果通知の内容
３０年度
上半期

【参考】２９年度

上半期 下半期

内部管理態勢の不備の指摘件数 ー ー ー

8

監査結果通知の内容
３０年度
上半期

【参考】 ２９年度

上半期 下半期

諸規則違反の指摘件数 ー ー ー

（３）特別会員の諸規則違反の内容と件数

５．特別会員に対する監査結果通知状況
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６．主な指摘事項の内容 【会員】

○ 法人関係情報に係る管理不備

 法人関係情報を受領したにもかかわらず、社内規則に基づき管理者に報告しておらず、

営業部店の一部営業員に当該法人関係情報が伝達されていた。また、当該法人関係

情報を利用した不公正取引の有無を確認する売買審査を行っていなかった。

○ 事業報告書等の記載不備

 「事業報告書」や「業務及び財産の状況に関する説明書」において、自己資本規制比

率や有価証券の売買高等を誤記載していた。

○ 自己資本規制比率の算出誤り

 販売費及び一般管理費の修正仕訳が行われたにもかかわらず、基礎的リスク相当額

の計算に当該修正仕訳を反映しないまま、自己資本規制比率を過大算出していた。

（１）法令違反 【会員】

9
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６．主な指摘事項の内容 【会員】

10

（２）規則違反 【会員】

○ 売買管理体制に係る不備

 売買審査の対象とするべき取引について、協会及び取引所が抽出基準を定めているが、その

抽出基準と同レベルの審査ができるか否かの検証が行われないまま、合理性が認められない独

自の基準により審査対象の絞込みを行っていた。

 売買審査の対象とするべき取引について、システムの不具合により抽出が漏れていた。

 売買審査の記録において、個別具体的な売買審査の内容が記録されておらず、その後の売買

審査などにおいて活用・事後検証ができない状況となっていた。

○ 内部管理統括責任者に係る不備

 内部管理統括責任者は、非常勤で、月に数日程度の出社時期もある勤務実態にあり、

社内の主要な会議も不参加であるなど、役職員を十分指導・監督すべき責務を果たせる

態勢にない状況となっていた。
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６．主な指摘事項の内容 【会員】

11

○ 取引開始基準に係る不備

 有価証券関連デリバティブ取引において、当社が規定する取引開始基準に適合しない者との

間で、当該取引を行っている状況が認められた。


	181017shiryou1
	181017shiryou2

